
             
■指導行政のポイント 

 

 

 学力調査の結果を公表しようとしない市町村教委

を，大阪府の橋下知事が「クソ教育委員会」と罵倒
したというので話題になっている。 

 

 橋下知事は，その後，表現が不適切であったこと
は認めたが，府下の学力向上を図るため，学力調査
の市町村別平均正答率を公表すべきだという姿勢は

変えていない。 
 知事の発言を受け，府教委は，管下の市町村教委
の教育長らを府庁に集め，結果公表の可否は市町村

教委の判断としつつも，課題解決のために積極的に
公表をするよう要請している。 
 この問題をどう考えるか。 

ポイントは２つある。１つは，知事が教育委員会の
権限である教育行政に口出しすることの是非である。 
 地方教育行政法では，教育委員会は知事から独立

した行政機関として定められているから，知事は，
法律で知事の権限とされている事項以外のことにつ
いて，教育委員会に対し指示・命令することはでき

ない。 
 法律で知事の権限とされているのは，①教育委員
の任命（ただし議会の同意を要する），②大学に関

すること，③私立学校に関すること，④教育財産の
取得・処分，⑤予算の執行・契約の締結，⑥スポー
ツ・文化に関すること（条例の範囲内）である。 

 これは一般行政と教育行政との調和と連携を図る
ためであるが，特に教育委員の任命や予算の編成等
を通じて，知事の考え方を教育行政に反映すること

はある程度可能となっている。 
 しかし，知事の権限ではないからといって，教育
行政について意見を表明することまで禁止されてい

るわけではない。橋下知事のやり方は，かなり強引
のようだし，知事としての品格を欠くと思われる言

動もあるが，市町村別の学力調査結果の公表を求め

る発言自体は問題ない。 
 

 もう１つのポイントは，市町村別データの公表の

是非である。学力調査結果の開示について，文科省
通知（平成 18 年６月 28日）は，①都道府県教委は
個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わ

ないこと，②市町村教委が域内の学校の結果を公表
することはそれぞれの判断に委ねること，という方
針を示している。 

 この方針は，学力調査の実施主体が市町村である
ことを前提に，市町村が住民への説明責任の一環と
して，学力調査の結果を公表するのは差し支えない

が，直接の実施主体ではない都道府県教委は勝手に
市町村別学力調査結果を公表することは認められな
いとしたわけである。この場合も都道府県教委が市

町村教委に対し，結果の公表を要請すること自体は，
格別問題とは思わない。 
 この点に関連して，実は難問がある。それは，住

民から情報公開条例に基づいて，都道府県教委に対
し，市町村別データの開示請求が行われた場合，文
科省通知を根拠に開示請求を拒めるかという問題で

ある。情報公開条例に基づく開示請求は，すでに鳥
取県と大阪府で行われている。鳥取県教委も大阪府
教委も，文科省通知を根拠として非開示決定を行っ

ている。 
 しかし，鳥取県の情報公開審議会は，「文科省通
知には，公開条例の開示義務を超える法的効力はな

い」として，県教委に開示を求める答申を出してい
る。行政訴訟が提起された場合，府教委や県教委の
非開示決定がどこまで維持できるかは，かなり微妙

なところがあるように思う。 
（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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